別記様式第2号（第7条関係）
（表面）
第　　　　　号
年　　月　　日
墓　園　等　使　用　許　可　証
	氏名
	

	住所
	

	本籍
	

	戸籍筆頭者
	


北見市長　　　　　　　　
次のとおり使用を許可します。
	墓園等の名称区画番号
	

	墓園等の種類、面積
	

	墓園等使用料
	

	墓園等維持料
	


（注）裏面の注意事項を必ずお読みください。
備考　墓園等使用許可証に押すべき北見市長印は、刷込式とすることができる。

（裏面）

１　使用者は、次の場合にはこの許可証を必ず提出しなければなりません。
(１)　埋蔵、収蔵及び改葬を行うとき。
(２)　使用の権利を承継させようとするとき。
(３)　使用場所を返還しようとするとき。
(４)　墓園等使用料の還付を受けようとするとき。
２　使用許可証を紛失又は汚損したときは、再交付を受けてください。
３　墓園等使用者が氏名、住所又は本籍を変更したときは、必ず届出を行ってください。
４　次の場合には、使用許可を取り消されることがあります。
(１)　使用者が許可を受けた日から使用をなさずに５年を経過したとき。
(２)　使用者が３年間北見市墓地及び霊園条例で定める維持料を納めないとき。
(３)　使用者が許可を受けた目的以外に使用場所を使用したとき。
(４)　使用者が使用場所を譲渡し、又は転貸したとき。
(５)　法令若しくは北見市墓地及び霊園条例若しくはこれに基づく規則又は許可に付された条件に違反したとき。
５　使用者が死亡したときは、承継人は速やかに承継使用許可申請を行ってください。
